
　令和４年４月から、成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられました。全国の消費生活センター等に寄せられ
た相談やこれまでの若者関連の事例などから、新たに成年になる１８歳・１９歳の方に向けて特に気を付けてほし
い消費者トラブルをご紹介します。

①　副業・情報商材やマルチなどの「もうけ話」ト
ラブル

②　エステや美容医療などの「美容関連」トラブル
③　健康食品や化粧品などの「定期購入」トラブル
④　誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など

「ＳＮＳきっかけ」トラブル
⑤　出会い系サイトやマッチングアプリの「出会い

系」トラブル
⑥　デート商法などの「異性・恋愛関連」トラブル
⑦　就活商法やオーディション商法などの「仕事関

連」トラブル

⑧　賃貸住宅や電力の契約など「新生活関連」トラ
ブル

⑨　消費者金融からの借り入れやクレジットカード
などの「借金・クレカ」トラブル

⑩　スマホやネット回線などの「通信契約」トラブル

　長万部町内で採れた新鮮な野菜を直売で購入できる、通称「土曜市」の季節がやってまいりました！
　つきましては、下記のとおり開催しますので、ぜひ、お越しください！

【開催日時】　５月１４日(土)　14時より　※毎週土曜日　同時刻開催(雨天決行)
【会　　場】　多目的活動センターあつまんべ(駅前)
【主　　催】　長万部町畑作生産組合
【事 務 局】　ＪＡ新はこだて長万部支店(☎2-3122)

★注意★　①来場時はマスクの着用をお願いします。
　　　　　②購買時は、お互いの距離の確保をお願いします。
　　　　　③その日に採れた野菜のため、数に限りがありますので、お早めに会場へお越しください。

１８歳・１９歳の方に気を付けてほしい消費者トラブル１８歳・１９歳の方に気を付けてほしい消費者トラブル

◎お問い合わせ先◎
・長万部町産業振興課　☎２－２４５５
・北海道立消費生活センター
　相談専用電話　０５０－７５０５－０９９９（平日９：００～１６：３０）
・消費者ホットライン（局番なし）　１８８
　（函館消費者センターまたは国民生活センターへ繋がります）

★困ったときは…★困ったときは…

野菜直売市　　　　開催のお知らせ！野菜直売市　　　　開催のお知らせ！土曜市土曜市
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